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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

［
略
］

第
一
章

［
同
上
］

第
二
章

積
載
の
制
限
外
許
可
等
（
第
八
条
―
第
九
条
の
二
）

第
二
章

積
載
の
制
限
外
許
可
等
（
第
八
条
―
第
九
条
）

第
二
章
の
二

自
転
車
に
関
す
る
基
準
（
第
九
条
の
二
の
二
―
第
九
条
の
四
）

第
二
章
の
二

自
転
車
に
関
す
る
基
準
（
第
九
条
の
二
―
第
九
条
の
四
）

第
二
章
の
三
～
第
九
章

［
略
］

第
二
章
の
三
～
第
九
章

［
同
上
］

附
則

附
則

（
作
動
状
態
記
録
装
置
に
よ
る
記
録
の
保
存
）

第
九
条
の
二

法
第
六
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
作
動
状
態
記
録
装
置
に

［
条
を
加
え
る
。
］

よ
る
記
録
は
、
当
該
作
動
状
態
記
録
装
置
に
お
い
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準

の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
）
別
添
百

二
十
三
「
作
動
状
態
記
録
装
置
の
技
術
基
準
」
三
．
三
．
一
．
に
規
定
す
る
期
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
普
通
自
転
車
の
大
き
さ
等
）

（
普
通
自
転
車
の
大
き
さ
等
）

第
九
条
の
二
の
二

［
略
］

第
九
条
の
二

［
同
上
］

（
普
通
自
転
車
に
よ
り
安
全
に
車
道
を
通
行
す
る
こ
と
に
支
障
を
生
ず
る
程
度
の
身

（
普
通
自
転
車
に
よ
り
安
全
に
車
道
を
通
行
す
る
こ
と
に
支
障
を
生
ず
る
程
度
の
身

体
の
障
害
）

体
の
障
害
）

第
九
条
の
二
の
三

［
略
］

第
九
条
の
二
の
二

［
同
上
］

（
普
通
自
転
車
の
型
式
認
定
）

（
普
通
自
転
車
の
型
式
認
定
）

第
三
十
九
条
の
五

［
略
］

第
三
十
九
条
の
五

［
同
上
］

２

前
項
の
認
定
は
、
自
転
車
の
大
き
さ
及
び
構
造
が
第
九
条
の
二
の
二
に
定
め
る
基

２

前
項
の
認
定
は
、
自
転
車
の
大
き
さ
及
び
構
造
が
第
九
条
の
二
に
定
め
る
基
準
に
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準
に
適
合
し
、
か
つ
、
当
該
自
転
車
に
備
え
ら
れ
た
制
動
装
置
が
第
九
条
の
三
に
定

適
合
し
、
か
つ
、
当
該
自
転
車
に
備
え
ら
れ
た
制
動
装
置
が
第
九
条
の
三
に
定
め
る

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

備
考

表
中
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


